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土砂災害対策改修のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

土砂災害対策改修事業費補助制度のご案内 

 
◆ 工事請負契約前（工事着手前）に補助金申請をし、補助金交付決定を受ける必要が

あります。必ず事前にご相談ください。 

◆ 事前に工事に着手している場合は補助金を交付することができません。 

◆ 補助金の代理受領（補助金を工事業者に代わりに受領してもらうことで補助金相当額

の工事費の支払いを軽減すること）ができます。 

◆工事は建築確認手続きの対象となる可能性がありますので、補助金申請の際には手続

きの必要性の確認をお願いします。 

 

土砂災害特別警戒区域に指定される前に建築された、住宅及び居室を有する建築物

で以下に該当するもの 

 ① 建築基準法施行令第８０条の３の規定に適合しないもの 

 ② 建築士(※)が構造設計を行い、建築基準法施行令第８０条の３の規定に適合する 

改修（想定される土石流の高さや衝撃力に対し規定仕様を満たす鉄筋コンクリート

造の外壁等の設置）を行うもの    ※１級建築士又は２級建築士 

 ③ 現に使用しているもの 

 

土砂災害対策改修費用の２３％以内の額 かつ 上限７７万２千円 

 
事業を行おうとする年度の前年度の９月の第２金曜日までに事前相談書を提出し、事

業を行う年度の 11 月の末日までに交付申請をしてください。 
 

対 象 の 条 件 

補 助 金 の 額 

申込み方法 

留 意 事 項 

岡崎市では、土砂災害特別警戒区域内において住宅及び居室を有する建築

物を対象に、土砂災害対策改修費の一部を予算の範囲内で補助します。 

※補助金額は交付年度により変更します。（下記は R8 年度交付の場合） 
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「補助金交付申請書」提出  

提出期限：事業を行う年度の 11 月の末日まで 

★工事請負契約前（工事着手前）に提出してください。 

約１か月後（規定通り完了したこ

とが確認できた段階より） 

土砂災害特別警戒区域の指定 

市より補助金交付決定通知 

「完了実績報告書」提出 

提出期限：事業を行う年度の２月の第１金曜日まで 

★工事が完了した日から３０日以内に提出してください。 

 

補助金交付 

（指定口座へ振り込み） 

概ね２週間後 

工事請負契約・工事着手 

「着手届」提出 

建築士へ相談 
 

申請書類の準備 

完了後、工事業者へ工事費支払い 

補助制度を利用して土砂災害 

対策改修を行おうとする場合 

住環境政策課へ事前相談書提出 

提出期限：事業を行う前年度の９月の第２金曜日まで 

補助金交付までの流れ 

～お問い合わせ～  岡崎市 住環境政策課 住宅施策係（西庁舎１階）  
ＴＥＬ：０５６４－２３－６７０９  ＦＡＸ：０５６４－２３－７５２８ 


